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年
金
事
務
所
で
は
、
次
の
日
程
で
一
日
年
金
相
談

所(

予
約
制)

を
開
設
し
ま
す
。

【
と
　
き
】	

１
月
16
日(

木)

10
時
～
16
時

【
と
こ
ろ
】	

市
役
所
本
庁
舎
５
階
　
５
―

Ｃ
会
議
室

【
申
込
み
】		

１
週
間
前
ま
で
に
、
左
記
の
予
約
専
用
電

話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

予
約
専
用
電
話

　
彦
根
年
金
事
務
所

　
☎
０
７
４
９
―
２
３
―
５
４
８
９

　(
平
日
の
８
時
30
分
～
17
時
15
分)

　
　
　

※
こ
の
電
話
で
は
、予
約
の
み
受
け
付
け
ま
す
。

　
天
災
な
ど
で
大
き
な
被
害
を
受
け
、
国
民
年
金
保

険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
、
申
請
を
し
て
承
認
さ

れ
る
と
、保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

【
対
象
】

　
震
災
・
風
水
害
・
火
災
等
の
災
害
で
、
被
保
険
者

が
所
有
の
住
宅
、
家
財
、
そ
の
他
の
財
産
に
、
被
害
金

額
が
お
お
む
ね
２
分
の
１
以
上
の
損
害
を
受
け
た
人

【
必
要
な
も
の
】

　
り
災
証
明
書
ま
た
は
被
災
状
況
届
、
年
金
手
帳
、
印

鑑
、
保
険
金
や
損
害
賠
償
金
の
金
額
を
確
認
で
き
る

証
明
書

【
申
請
場
所
】

　
彦
根
年
金
事
務
所
、
保
険
医
療
課〈
本
庁
舎
１
階
〉、

北
部
振
興
局
、各
支
所
福
祉
生
活
課

※�

制
度
の
詳
細
は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
合
せ

　
彦
根
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

　
☎
０
７
４
９
―
２
３
―
１
１
１
４

一
日
年
金
相
談
所
の
開
設

天
災
に
よ
る
国
民
年
金
保
険
料

の
免
除

問 

彦
根
年
金
事
務
所
　
お
客
様
相
談
室

（
☎
０
７
４
９
ー
２
３
ー
１
１
１
６
）

 

　
　
　
問 

彦
根
年
金
事
務
所
　
国
民
年
金
課

（
☎
０
７
４
９
ー
２
３
ー
１
１
１
４
）

問 湖北支所（☎７８ー１００１）
湖北支所は２階へ仮移転します
湖北支所庁舎１階の改修工事に伴い、令和２年１月から湖北支所は２階へ仮移転します。
ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願いします。

　
市
税
等
の
滞
納
に
よ
り
差
押
え
た
不
動
産
を
、
入

札
に
よ
り
公
売
し
ま
す
。

【
と
　
き
】	

１
月
21
日(

火)

午
前
10
時
～

【
と
こ
ろ
】	

市
役
所
本
庁
舎
５
階
　
５
―
Ｂ
会
議
室

【
参
加
資
格
】	国
税
徴
収
法
等
で
参
加
を
制
限
さ
れ

て
い
る
人
を
除
き
、
ど
な
た
で
も
参
加

で
き
ま
す
。

※
公
売
は
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
対
象
不
動
産
】	

長
浜
市
柿
ノ
木
61
番
地

〇
土
地(

宅
地
・
２
０
１
．
１
３
㎡)

〇
建
物(

居
宅)

　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
軽
量
鉄
骨
造

　
か
わ
ら
亜
鉛
メ
ッ
キ
銅
板
ぶ
き
２
階
建

　
１
階
67
．
72
㎡

　
２
階
24
．
60
㎡

【
見
積
価
額
】	

１
９
４
万
円

【
公
売
保
証
金
】	

20
万
円

　
小
谷
城
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
利
便

性
を
活
か
し
た
６
次
産
業
化
施
設
等
の
立
地
と
拠

点
整
備
を
図
る
た
め
、
現
在
の
特
定
用
途
制
限
地
域

に
お
け
る
地
域
産
業
誘
導
地
区
の
範
囲
を
変
更
す

る
こ
と
か
ら
、
都
市
計
画
案
の
説
明
会
を
開
催
し
ま

す
。

【
内
　
容
】	

特
定
用
途
制
限
地
域
の
区
域
変
更

【
と
　
き
】	

１
月
16
日(

木)

19
時
～

【
と
こ
ろ
】	

小
谷
丁
野
町
自
治
会
館
２
階
　
会
議
室

※
事
前
申
込
は
不
要
で
す
。

不
動
産
を
公
売
し
ま
す

都
市
計
画
案
に
つ
い
て
の

説
明
会
を
開
催
し
ま
す

問 

滞
納
整
理
課（
☎
６
５
ー
６
５
１
７
）

問 

都
市
計
画
課（
☎
６
５
ー
６
５
６
２
）

▲市ホームページ

▲市ホーム
　ページ

大会用スポーツ施設の利用申込みを受け付けます
問 スポーツ振興課（☎６５ー８７８７）

　大会やイベントを開催する場合、一般利用に

先立って、優先的に施設の利用申込みを行うこ

とができます。

【対　　象】

　令和２年４月１日(水) ～令和３年３月31日

(水)に開催される市内大会以上の規模の大会

【受付期間】

　１月６日(月) ～ 15日(水)

※休館日・閉庁日を除く。

【申込方法】

①下記施設の窓口で直接お申し込みください。

※電話、ＦＡＸは不可

②�利用希望日が重複した場合は、締切日以降に

調整会議を行います。

【その他】

〇利用日の確定後、使用許可を行います。

〇練習試合や交流試合は、大会とみなしません。

〇�一般の利用申込みは、利用日の２か月前の１

日から受け付けます。

〇�長浜伊香ツインアリーナ(体育館)は、令和２年

４月から開館します。利用申込み方法に関し

ては、改めて広報紙でお知らせします。

【対象施設】

○長浜市民体育館　○長浜球場　○長浜市武徳殿

○長浜市民庭球場

　問・申 �市民体育館(宮司町　☎６３－９８０６)

○長浜市多目的競技場

　(陸上競技場、ソフトボール場、ゲートボール場)

○長浜市レクリエーション広場

※レクリエーション広場は、７・８月を除いて受付を行います。

　問・申 �神照運動公園事務所(神照町　☎６５－３３９９)

○長浜市浅井Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

○浅井ふれあいグラウンド　○浅井球場

○浅井体育館　○浅井文化スポーツ公園テニスコート

　問・申 �浅井Ｂ＆Ｇ海洋センター (大依町　☎７４－３３５５)

○びわ体育館

　問・申�奥びわスポーツの森管理事務所�(早崎町　☎７２－２５４８)

○山本山運動広場(運動場・体育館)　〇湖北体育館

　問・申 �湖北まちづくりセンター (湖北町速水　☎７８－１２８７)

○高月運動広場(運動場・体育館・テニスコート)

　問・申 �高月運動広場体育館(高月町高月　☎８５－５３１４)

○余呉屋内グラウンド　○余呉体育館

　問・申 �余呉文化ホール(余呉町中之郷　☎８６－８１０７)

○西浅井運動広場（運動場・体育館・テニスコート・

　グラウンドゴルフ場）

○西浅井いきいきホール

　問・申 �西浅井まちづくりセンター�(西浅井町大浦　☎８９－１１２５)

※その他のびわ・虎姫地区のスポーツ施設は、下記まで。

びわ地区・・・びわまちづくりセンター（☎７２－４３００）

虎姫地区・・・虎姫支所（☎７３－４８５３）

ス
ポ
ー
ツ
功
労
者
、
ス
ポ
ー
ツ
優
秀
選

手
等
を
推
薦
し
て
く
だ
さ
い

　
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
で
は
、ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
寄
与
し
た

人
や
優
秀
な
成
績
を
お
さ
め
た
選
手
・
チ
ー
ム
を
表
彰

し
ま
す
。
次
の
基
準
を
満
た
す
人(

チ
ー
ム)
を
推
薦
し

て
く
だ
さ
い
。

【
推
薦
基
準
】

◆
ス
ポ
ー
ツ
功
労
者

　
20
年
以
上
、生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
ま
た
は
ス
ポ
ー
ツ

を
通
じ
て
青
少
年
健
全
育
成
に
努
め
、現
在
も
熱
心
に
ス

ポ
ー
ツ
を
指
導
し
て
い
る
人
。

※
所
属
団
体
長
か
ら
の
推
薦
も
可
。

◆
ス
ポ
ー
ツ
優
秀
選
手
・
優
秀
チ
ー
ム

　
文
部
科
学
省
な
ど
公
的
機
関
が
主
催
す
る
県
大
会
で

１
位
、
近
畿
大
会
で
１
～
４
位
、
全
国
大
会
で
１
～
８
位

に
入
賞
し
た
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
す
る
選
手
ま
た

は
チ
ー
ム
。

【
対
象
期
間
】	

平
成
31
年
２
月
１
日(

金)

～

　
　
　
　
　�

令
和
２
年
１
月
31
日(

金)

【
推
薦
方
法
】１
月
15
日(

水)

ま
で
に
直
接
左
記
ま
で
。

※�

推
薦
等
に
関
し
て
、詳
し
く
は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※�

１
月
15
日
～
１
月
31
日
ま
で
の
大
会
に
出
場
す
る
場

合
は
左
記
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　
長
浜
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
事
務
局〈
市
民
体
育
館
内
〉

　
☎
６
３
―
９
８
０
６


